
1111    

大垣市税条例大垣市税条例大垣市税条例大垣市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    

第１条による改正（大垣市税条例（昭和２５年条例第２４号））第１条による改正（大垣市税条例（昭和２５年条例第２４号））第１条による改正（大垣市税条例（昭和２５年条例第２４号））第１条による改正（大垣市税条例（昭和２５年条例第２４号））    

改正案改正案改正案改正案    現現現現    行行行行    

第第第第5555条の条の条の条の6666のののの2222    平成平成平成平成22222222年度から年度から年度から年度から平成平成平成平成45454545年度年度年度年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、までの各年度分の個人の市民税に限り、までの各年度分の個人の市民税に限り、までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税に所得割の納税義務者が前年分の所得税に所得割の納税義務者が前年分の所得税に所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき租税特別措置法第つき租税特別措置法第つき租税特別措置法第つき租税特別措置法第41414141条又は第条又は第条又は第条又は第41414141条の条の条の条の

2222のののの2222の規定の適用を受けた場合の規定の適用を受けた場合の規定の適用を受けた場合の規定の適用を受けた場合((((居住年居住年居住年居住年

が平成が平成が平成が平成11111111年から平成年から平成年から平成年から平成18181818年まで又は平成年まで又は平成年まで又は平成年まで又は平成21212121

年から平成年から平成年から平成年から平成33333333年までの各年である場合に年までの各年である場合に年までの各年である場合に年までの各年である場合に

限る。限る。限る。限る。))))において、前条第において、前条第において、前条第において、前条第1111項の規定の適項の規定の適項の規定の適項の規定の適

用を受けないときは、法用を受けないときは、法用を受けないときは、法用を受けないときは、法附則附則附則附則第第第第5555条の条の条の条の4444のののの2222

第第第第5555項項項項((((同条第同条第同条第同条第7777項項項項の規定によりの規定によりの規定によりの規定により読み替え読み替え読み替え読み替え

て適用される場合を含む。て適用される場合を含む。て適用される場合を含む。て適用される場合を含む。))))に規定するとに規定するとに規定するとに規定すると

ころにより控除すべき額を、当該納税義ころにより控除すべき額を、当該納税義ころにより控除すべき額を、当該納税義ころにより控除すべき額を、当該納税義

務者の第務者の第務者の第務者の第26262626条の条の条の条の4444及び第及び第及び第及び第26262626条の条の条の条の7777の規定をの規定をの規定をの規定を

適用した場合の所得割の額から控除す適用した場合の所得割の額から控除す適用した場合の所得割の額から控除す適用した場合の所得割の額から控除す

る。る。る。る。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第5555条の条の条の条の6666のののの2222    平成平成平成平成22222222年度から年度から年度から年度から平成平成平成平成43434343年度年度年度年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、までの各年度分の個人の市民税に限り、までの各年度分の個人の市民税に限り、までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税に所得割の納税義務者が前年分の所得税に所得割の納税義務者が前年分の所得税に所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき租税特別措置法第つき租税特別措置法第つき租税特別措置法第つき租税特別措置法第41414141条又は第条又は第条又は第条又は第41414141条の条の条の条の

2222のののの2222の規定の適用を受けた場合の規定の適用を受けた場合の規定の適用を受けた場合の規定の適用を受けた場合((((居住年居住年居住年居住年

が平成が平成が平成が平成11111111年から平成年から平成年から平成年から平成18181818年まで又は平成年まで又は平成年まで又は平成年まで又は平成21212121

年から平成年から平成年から平成年から平成33333333年までの各年までの各年までの各年までの各年である場合に年である場合に年である場合に年である場合に

限る。限る。限る。限る。))))において、前条第において、前条第において、前条第において、前条第1111項の規定の適項の規定の適項の規定の適項の規定の適

用を受けないときは、法用を受けないときは、法用を受けないときは、法用を受けないときは、法附則附則附則附則第第第第5555条の条の条の条の4444のののの2222

第第第第6666項項項項((((同条第同条第同条第同条第9999項項項項の規定により読み替えの規定により読み替えの規定により読み替えの規定により読み替え

て適用される場合を含む。て適用される場合を含む。て適用される場合を含む。て適用される場合を含む。))))に規定するとに規定するとに規定するとに規定すると

ころにより控除すべき額を、当該納税義ころにより控除すべき額を、当該納税義ころにより控除すべき額を、当該納税義ころにより控除すべき額を、当該納税義

務者の第務者の第務者の第務者の第26262626条の条の条の条の4444及び第及び第及び第及び第26262626条の条の条の条の7777の規定をの規定をの規定をの規定を

適用した場合の所得割の額から控除す適用した場合の所得割の額から控除す適用した場合の所得割の額から控除す適用した場合の所得割の額から控除す

る。る。る。る。    

２２２２    前項の規定は、次に掲げる場合に限り前項の規定は、次に掲げる場合に限り前項の規定は、次に掲げる場合に限り前項の規定は、次に掲げる場合に限り

適用する。適用する。適用する。適用する。    

⑴⑴⑴⑴    前項の規定の適用を受けようとする前項の規定の適用を受けようとする前項の規定の適用を受けようとする前項の規定の適用を受けようとする

年度分の第年度分の第年度分の第年度分の第28282828条の条の条の条の2222第第第第1111項の規定による項の規定による項の規定による項の規定による

申告書申告書申告書申告書((((その提出期限後において市民その提出期限後において市民その提出期限後において市民その提出期限後において市民

税の納税通知書が送達される時までに税の納税通知書が送達される時までに税の納税通知書が送達される時までに税の納税通知書が送達される時までに

提出されたもの及びその時までに提出提出されたもの及びその時までに提出提出されたもの及びその時までに提出提出されたもの及びその時までに提出

された第された第された第された第28282828条の条の条の条の3333第第第第1111項の確定申告書を項の確定申告書を項の確定申告書を項の確定申告書を

含む。含む。含む。含む。))))に租税特別措置法第に租税特別措置法第に租税特別措置法第に租税特別措置法第41414141条第条第条第条第1111項項項項

に規定する住宅借入金等特別税額控除に規定する住宅借入金等特別税額控除に規定する住宅借入金等特別税額控除に規定する住宅借入金等特別税額控除

額の控除に関する事項の記載がある場額の控除に関する事項の記載がある場額の控除に関する事項の記載がある場額の控除に関する事項の記載がある場

合合合合((((これらの申告書にその記載がないこれらの申告書にその記載がないこれらの申告書にその記載がないこれらの申告書にその記載がない

ことについてやむを得ない理由があることについてやむを得ない理由があることについてやむを得ない理由があることについてやむを得ない理由がある

と市長が認める場合を含む。と市長が認める場合を含む。と市長が認める場合を含む。と市長が認める場合を含む。))))    

⑵⑵⑵⑵    前号に掲げる場合のほか、前項の規前号に掲げる場合のほか、前項の規前号に掲げる場合のほか、前項の規前号に掲げる場合のほか、前項の規

定の適用を受けようとする年度の初日定の適用を受けようとする年度の初日定の適用を受けようとする年度の初日定の適用を受けようとする年度の初日

の属する年のの属する年のの属する年のの属する年の1111月月月月1111日現在において法第日現在において法第日現在において法第日現在において法第



2222    

改正案改正案改正案改正案    現現現現    行行行行    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    前項前項前項前項の規定の適用がの規定の適用がの規定の適用がの規定の適用がある場合におけるある場合におけるある場合におけるある場合における

第第第第26262626条の条の条の条の9999及び第及び第及び第及び第26262626条の条の条の条の10101010第第第第1111項の規定の項の規定の項の規定の項の規定の

適用については、第適用については、第適用については、第適用については、第26262626条の条の条の条の9999中「前中「前中「前中「前2222条」条」条」条」

とあるのは「前とあるのは「前とあるのは「前とあるのは「前2222条並びに附則第条並びに附則第条並びに附則第条並びに附則第5555条の条の条の条の6666

のののの2222第第第第1111項」と、第項」と、第項」と、第項」と、第26262626条の条の条の条の10101010第第第第1111項中「前項中「前項中「前項中「前3333

条」とあるのは「前条」とあるのは「前条」とあるのは「前条」とあるのは「前3333条並びに附則第条並びに附則第条並びに附則第条並びに附則第5555条条条条

のののの6666のののの2222第第第第1111項」とする。項」とする。項」とする。項」とする。    

（法附則第（法附則第（法附則第（法附則第15151515条第条第条第条第2222項第項第項第項第1111号等の号等の号等の号等の条例で定め条例で定め条例で定め条例で定め

る割合）る割合）る割合）る割合）    

第第第第8888条の条の条の条の2222    略略略略    

２～３２～３２～３２～３    略略略略    

４４４４    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第33333333項第項第項第項第1111号イ号イ号イ号イに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

５５５５    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第33333333項第項第項第項第1111号ロ号ロ号ロ号ロに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

６６６６    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第33333333項第項第項第項第1111号ハ号ハ号ハ号ハに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

７７７７    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第33333333項第項第項第項第1111号ニ号ニ号ニ号ニに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

８８８８    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第33333333項第項第項第項第1111号ホ号ホ号ホ号ホに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

９９９９    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第33333333項第項第項第項第2222号イ号イ号イ号イに規定すに規定すに規定すに規定す

317317317317条の条の条の条の6666第第第第1111項の規定によって給与支項の規定によって給与支項の規定によって給与支項の規定によって給与支

払報告書を提出する義務がある者から払報告書を提出する義務がある者から払報告書を提出する義務がある者から払報告書を提出する義務がある者から

給与の支払を受けている者であって、給与の支払を受けている者であって、給与の支払を受けている者であって、給与の支払を受けている者であって、

前年中において給与所得以外の所得を前年中において給与所得以外の所得を前年中において給与所得以外の所得を前年中において給与所得以外の所得を

有しなかったものが、前年有しなかったものが、前年有しなかったものが、前年有しなかったものが、前年分の所得税分の所得税分の所得税分の所得税

につき租税特別措置法第につき租税特別措置法第につき租税特別措置法第につき租税特別措置法第41414141条の条の条の条の2222のののの2222のののの

規定の適用を受けている場合規定の適用を受けている場合規定の適用を受けている場合規定の適用を受けている場合    

３３３３    第第第第1111項の規定の適用が項の規定の適用が項の規定の適用が項の規定の適用がある場合におけある場合におけある場合におけある場合におけ

る第る第る第る第26262626条の条の条の条の9999及び第及び第及び第及び第26262626条の条の条の条の10101010第第第第1111項の規定項の規定項の規定項の規定

の適用については、第の適用については、第の適用については、第の適用については、第26262626条の条の条の条の9999中「前中「前中「前中「前2222条」条」条」条」

とあるのは「前とあるのは「前とあるのは「前とあるのは「前2222条並びに附則第条並びに附則第条並びに附則第条並びに附則第5555条の条の条の条の6666

のののの2222第第第第1111項」と、第項」と、第項」と、第項」と、第26262626条の条の条の条の10101010第第第第1111項中「前項中「前項中「前項中「前3333

条」とあるのは「前条」とあるのは「前条」とあるのは「前条」とあるのは「前3333条並びに附則第条並びに附則第条並びに附則第条並びに附則第5555条条条条

のののの6666のののの2222第第第第1111項」とする。項」とする。項」とする。項」とする。    

（（（（法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条第条第条第条第2222項第項第項第項第1111号等の条例で定め号等の条例で定め号等の条例で定め号等の条例で定め

る割合る割合る割合る割合））））    

第第第第8888条の条の条の条の2222    略略略略    

２～３２～３２～３２～３    略略略略    

４４４４    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第32323232項第項第項第項第1111号イ号イ号イ号イに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定めるで定めるで定めるで定める割合は、割合は、割合は、割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

５５５５    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第32323232項第項第項第項第1111号ロ号ロ号ロ号ロに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

６６６６    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第32323232項第項第項第項第1111号ハ号ハ号ハ号ハに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

７７７７    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第32323232項第項第項第項第1111号ニ号ニ号ニ号ニに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

８８８８    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第32323232項第項第項第項第1111号ホ号ホ号ホ号ホに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

９９９９    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第32323232項第項第項第項第2222号イ号イ号イ号イに規に規に規に規定す定す定す定す



3333    

改正案改正案改正案改正案    現現現現    行行行行    

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、4444分の分の分の分の3333とする。とする。とする。とする。    

10101010    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第33333333項第項第項第項第2222号ロ号ロ号ロ号ロに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、4444分の分の分の分の3333とする。とする。とする。とする。    

11111111    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第33333333項第項第項第項第3333号イ号イ号イ号イに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、2222分の分の分の分の1111とする。とする。とする。とする。    

12121212    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第33333333項第項第項第項第3333号ロ号ロ号ロ号ロに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市のる設備について同号に規定する市のる設備について同号に規定する市のる設備について同号に規定する市の条例条例条例条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、2222分の分の分の分の1111とする。とする。とする。とする。    

13131313    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第33333333項第項第項第項第3333号ハ号ハ号ハ号ハに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、2222分の分の分の分の1111とする。とする。とする。とする。    

14141414    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第38383838項項項項に規定する市の条に規定する市の条に規定する市の条に規定する市の条

例で定める割合は、例で定める割合は、例で定める割合は、例で定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

15151515    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第40404040項項項項((((固定資産税に関固定資産税に関固定資産税に関固定資産税に関

する部分に限る。する部分に限る。する部分に限る。する部分に限る。))))に規定する市の条例でに規定する市の条例でに規定する市の条例でに規定する市の条例で

定める割合は、定める割合は、定める割合は、定める割合は、5555分の分の分の分の4444とする。とする。とする。とする。    

16161616    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第44444444項項項項((((固定資産税に関固定資産税に関固定資産税に関固定資産税に関

する部分に限る。する部分に限る。する部分に限る。する部分に限る。))))に規定する市の条例でに規定する市の条例でに規定する市の条例でに規定する市の条例で

定める割合は、定める割合は、定める割合は、定める割合は、2222分の分の分の分の1111とする。とする。とする。とする。    

17171717    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第45454545項項項項((((固定資産税に関固定資産税に関固定資産税に関固定資産税に関

する部分する部分する部分する部分に限る。に限る。に限る。に限る。))))に規定する市の条例でに規定する市の条例でに規定する市の条例でに規定する市の条例で

定める割合は、定める割合は、定める割合は、定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

18181818    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第47474747項項項項に規定する市の条に規定する市の条に規定する市の条に規定する市の条

例で定める割合は、例で定める割合は、例で定める割合は、例で定める割合は、0000とする。とする。とする。とする。    

19191919    略略略略    

（（（（新築住宅等に対する固定資産税の減額の新築住宅等に対する固定資産税の減額の新築住宅等に対する固定資産税の減額の新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき規定の適用を受けようとする者がすべき規定の適用を受けようとする者がすべき規定の適用を受けようとする者がすべき

申告申告申告申告））））    

第第第第8888条の条の条の条の3333    略略略略    

２～２～２～２～５５５５    略略略略    

６６６６    法附則第１５条の８第４項の家屋につ法附則第１５条の８第４項の家屋につ法附則第１５条の８第４項の家屋につ法附則第１５条の８第４項の家屋につ

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、4444分の分の分の分の3333とする。とする。とする。とする。    

10101010    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第32323232項第項第項第項第2222号ロ号ロ号ロ号ロに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、4444分の分の分の分の3333とする。とする。とする。とする。    

11111111    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第32323232項第項第項第項第3333号イ号イ号イ号イに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、2222分の分の分の分の1111とする。とする。とする。とする。    

12121212    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第32323232項第項第項第項第3333号ロ号ロ号ロ号ロに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、2222分の分の分の分の1111とする。とする。とする。とする。    

13131313    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第32323232項第項第項第項第3333号ハ号ハ号ハ号ハに規定すに規定すに規定すに規定す

る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例る設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、で定める割合は、2222分の分の分の分の1111とする。とする。とする。とする。    

14141414    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第37373737項項項項に規定する市の条に規定する市の条に規定する市の条に規定する市の条

例で定める割合は、例で定める割合は、例で定める割合は、例で定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

15151515    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第39393939項項項項((((固定資産税に関固定資産税に関固定資産税に関固定資産税に関

する部分に限る。する部分に限る。する部分に限る。する部分に限る。))))に規定する市の条例でに規定する市の条例でに規定する市の条例でに規定する市の条例で

定める割合は、定める割合は、定める割合は、定める割合は、5555分の分の分の分の4444とする。とする。とする。とする。    

16161616    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第43434343項項項項((((固定資産税に関固定資産税に関固定資産税に関固定資産税に関

する部分に限る。する部分に限る。する部分に限る。する部分に限る。))))に規定する市の条例でに規定する市の条例でに規定する市の条例でに規定する市の条例で

定める割合は、定める割合は、定める割合は、定める割合は、2222分の分の分の分の1111とする。とする。とする。とする。    

17171717    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第44444444項項項項((((固定資産税に関固定資産税に関固定資産税に関固定資産税に関

する部分に限る。する部分に限る。する部分に限る。する部分に限る。))))に規定する市の条例でに規定する市の条例でに規定する市の条例でに規定する市の条例で

定める割合は、定める割合は、定める割合は、定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

18181818    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第46464646項項項項に規定する市の条に規定する市の条に規定する市の条に規定する市の条

例で定める割合は、例で定める割合は、例で定める割合は、例で定める割合は、0000とする。とする。とする。とする。    

19191919    略略略略    

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の（新築住宅等に対する固定資産税の減額の（新築住宅等に対する固定資産税の減額の（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき規定の適用を受けようとする者がすべき規定の適用を受けようとする者がすべき規定の適用を受けようとする者がすべき

申告）申告）申告）申告）    

第第第第8888条の条の条の条の3333    略略略略    

２～２～２～２～５５５５    略略略略    

    



4444    

改正案改正案改正案改正案    現現現現    行行行行    

いて、同項の規定の適用を受けようとすいて、同項の規定の適用を受けようとすいて、同項の規定の適用を受けようとすいて、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該年度の初日の属する年の１る者は、当該年度の初日の属する年の１る者は、当該年度の初日の属する年の１る者は、当該年度の初日の属する年の１

月３１日までに次に掲げる事項を記載し月３１日までに次に掲げる事項を記載し月３１日までに次に掲げる事項を記載し月３１日までに次に掲げる事項を記載し

た申告書にた申告書にた申告書にた申告書に令附則第１２条第１６項に規令附則第１２条第１６項に規令附則第１２条第１６項に規令附則第１２条第１６項に規

定する従前の家屋につい定する従前の家屋につい定する従前の家屋につい定する従前の家屋について移転補償金をて移転補償金をて移転補償金をて移転補償金を

受け受け受け受けたことを証する書類を添付して市たことを証する書類を添付して市たことを証する書類を添付して市たことを証する書類を添付して市長長長長

にににに提出しなければならない。提出しなければならない。提出しなければならない。提出しなければならない。    

⑴⑴⑴⑴    納税義務者の住所、氏名又は名称及納税義務者の住所、氏名又は名称及納税義務者の住所、氏名又は名称及納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号（個人番号又び個人番号又は法人番号（個人番号又び個人番号又は法人番号（個人番号又び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあは法人番号を有しない者にあは法人番号を有しない者にあは法人番号を有しない者にあっっっっては、ては、ては、ては、

住所及び氏名又は名称）住所及び氏名又は名称）住所及び氏名又は名称）住所及び氏名又は名称）    

⑵⑵⑵⑵    家屋の所在、家屋番号、種類及び床家屋の所在、家屋番号、種類及び床家屋の所在、家屋番号、種類及び床家屋の所在、家屋番号、種類及び床

面積面積面積面積    

⑶⑶⑶⑶    家屋の建築年月日及び登記年月日家屋の建築年月日及び登記年月日家屋の建築年月日及び登記年月日家屋の建築年月日及び登記年月日    

７７７７    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の9999第第第第1111項の耐震基準適合項の耐震基準適合項の耐震基準適合項の耐震基準適合

住宅について、同項の規定の適用を受け住宅について、同項の規定の適用を受け住宅について、同項の規定の適用を受け住宅について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合住宅ようとする者は、当該耐震基準適合住宅ようとする者は、当該耐震基準適合住宅ようとする者は、当該耐震基準適合住宅

に係る耐震改修が完了した日からに係る耐震改修が完了した日からに係る耐震改修が完了した日からに係る耐震改修が完了した日から3333月以月以月以月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書内に、次に掲げる事項を記載した申告書内に、次に掲げる事項を記載した申告書内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に当該耐震改修に要した費用を証する書に当該耐震改修に要した費用を証する書に当該耐震改修に要した費用を証する書に当該耐震改修に要した費用を証する書

類及び当該耐震改修後の家屋が令類及び当該耐震改修後の家屋が令類及び当該耐震改修後の家屋が令類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第附則第附則第附則第

12121212条第条第条第条第19191919項項項項に規定すに規定すに規定すに規定する基準を満たすことる基準を満たすことる基準を満たすことる基準を満たすこと

を証する書類を添付して市長に提出しなを証する書類を添付して市長に提出しなを証する書類を添付して市長に提出しなを証する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。    

⑴～⑹⑴～⑹⑴～⑹⑴～⑹    略略略略    

８８８８    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の9999第第第第4444項の高齢者等居住項の高齢者等居住項の高齢者等居住項の高齢者等居住

改修住宅又は同条第改修住宅又は同条第改修住宅又は同条第改修住宅又は同条第5555項の高齢者等居住項の高齢者等居住項の高齢者等居住項の高齢者等居住

改修専有部分について、これらの規定の改修専有部分について、これらの規定の改修専有部分について、これらの規定の改修専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第適用を受けようとする者は、同条第適用を受けようとする者は、同条第適用を受けようとする者は、同条第4444項に項に項に項に

規定する居住安全改修工事が完了した日規定する居住安全改修工事が完了した日規定する居住安全改修工事が完了した日規定する居住安全改修工事が完了した日

からからからから3333月以内に、次に掲げる事項を記載し月以内に、次に掲げる事項を記載し月以内に、次に掲げる事項を記載し月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第た申告書に施行規則附則第た申告書に施行規則附則第た申告書に施行規則附則第7777条第条第条第条第8888項各号項各号項各号項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなに掲げる書類を添付して市長に提出しなに掲げる書類を添付して市長に提出しなに掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

６６６６    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の9999第第第第1111項の耐震基準適合項の耐震基準適合項の耐震基準適合項の耐震基準適合

住宅について、同項の規定の適用を受け住宅について、同項の規定の適用を受け住宅について、同項の規定の適用を受け住宅について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合住宅ようとする者は、当該耐震基準適合住宅ようとする者は、当該耐震基準適合住宅ようとする者は、当該耐震基準適合住宅

に係る耐震改修が完了した日からに係る耐震改修が完了した日からに係る耐震改修が完了した日からに係る耐震改修が完了した日から3333月以月以月以月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書内に、次に掲げる事項を記載した申告書内に、次に掲げる事項を記載した申告書内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に当該耐震改修に要した費用を証する書に当該耐震改修に要した費用を証する書に当該耐震改修に要した費用を証する書に当該耐震改修に要した費用を証する書

類及び当該耐震改修後の家屋が令類及び当該耐震改修後の家屋が令類及び当該耐震改修後の家屋が令類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第附則第附則第附則第

12121212条第条第条第条第17171717項項項項に規定する基準を満たすことに規定する基準を満たすことに規定する基準を満たすことに規定する基準を満たすこと

を証する書類を添付して市長に提出しなを証する書類を添付して市長に提出しなを証する書類を添付して市長に提出しなを証する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。    

⑴～⑹⑴～⑹⑴～⑹⑴～⑹    略略略略    

７７７７    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の9999第第第第4444項の高齢者等居住項の高齢者等居住項の高齢者等居住項の高齢者等居住

改修住宅又は同条第改修住宅又は同条第改修住宅又は同条第改修住宅又は同条第5555項の高齢者等居住項の高齢者等居住項の高齢者等居住項の高齢者等居住

改修専有部分について、これらの規定の改修専有部分について、これらの規定の改修専有部分について、これらの規定の改修専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第適用を受けようとする者は、同条第適用を受けようとする者は、同条第適用を受けようとする者は、同条第4444項に項に項に項に

規定する居住安全改修工事が完了した日規定する居住安全改修工事が完了した日規定する居住安全改修工事が完了した日規定する居住安全改修工事が完了した日

からからからから3333月以内に、次に掲げる事項を記載し月以内に、次に掲げる事項を記載し月以内に、次に掲げる事項を記載し月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第た申告書に施行規則附則第た申告書に施行規則附則第た申告書に施行規則附則第7777条第条第条第条第8888項各号項各号項各号項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなに掲げる書類を添付して市長に提出しなに掲げる書類を添付して市長に提出しなに掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。    



5555    

改正案改正案改正案改正案    現現現現    行行行行    

⑴～⑶⑴～⑶⑴～⑶⑴～⑶    略略略略    

⑷⑷⑷⑷    令令令令附則第附則第附則第附則第12121212条第条第条第条第23232323項項項項に掲げる者に該に掲げる者に該に掲げる者に該に掲げる者に該

当する者の住所、氏名及び当該者が同当する者の住所、氏名及び当該者が同当する者の住所、氏名及び当該者が同当する者の住所、氏名及び当該者が同

項各号のいずれに該当する項各号のいずれに該当する項各号のいずれに該当する項各号のいずれに該当するかの別かの別かの別かの別    

⑸⑸⑸⑸    略略略略    

⑹⑹⑹⑹    居住安全改修工事に要した費用並び居住安全改修工事に要した費用並び居住安全改修工事に要した費用並び居住安全改修工事に要した費用並び

に令に令に令に令附則第附則第附則第附則第12121212条第条第条第条第24242424項項項項に規定する補助に規定する補助に規定する補助に規定する補助

金等、居宅介護住宅改修費及び介護予金等、居宅介護住宅改修費及び介護予金等、居宅介護住宅改修費及び介護予金等、居宅介護住宅改修費及び介護予

防住宅改修費防住宅改修費防住宅改修費防住宅改修費    

⑺⑺⑺⑺    略略略略    

９９９９    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の9999第第第第9999項の熱損失防止改項の熱損失防止改項の熱損失防止改項の熱損失防止改

修住宅又は同条第修住宅又は同条第修住宅又は同条第修住宅又は同条第10101010項の熱損失防止改修項の熱損失防止改修項の熱損失防止改修項の熱損失防止改修

専有部分について、これらの規定の適用専有部分について、これらの規定の適用専有部分について、これらの規定の適用専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、同条第を受けようとする者は、同条第を受けようとする者は、同条第を受けようとする者は、同条第9999項に規定項に規定項に規定項に規定

する熱損失防止改修工事が完了した日かする熱損失防止改修工事が完了した日かする熱損失防止改修工事が完了した日かする熱損失防止改修工事が完了した日か

らららら3333月以内に、次に掲げる事項を記載した月以内に、次に掲げる事項を記載した月以内に、次に掲げる事項を記載した月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第申告書に施行規則附則第申告書に施行規則附則第申告書に施行規則附則第7777条第条第条第条第9999項各号に項各号に項各号に項各号に

掲げる書類を添付して市長に提出しなけ掲げる書類を添付して市長に提出しなけ掲げる書類を添付して市長に提出しなけ掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。ればならない。ればならない。ればならない。    

⑴～⑷⑴～⑷⑴～⑷⑴～⑷    

⑸⑸⑸⑸    熱損失防止改修工事に要した費用及熱損失防止改修工事に要した費用及熱損失防止改修工事に要した費用及熱損失防止改修工事に要した費用及

び令び令び令び令附則第附則第附則第附則第12121212条第条第条第条第31313131項項項項に規定する補助に規定する補助に規定する補助に規定する補助

金等金等金等金等    

⑹⑹⑹⑹    略略略略    

10101010    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の9999のののの2222第第第第1111項に規定する項に規定する項に規定する項に規定する

特定耐震基準適合住宅について、同項の特定耐震基準適合住宅について、同項の特定耐震基準適合住宅について、同項の特定耐震基準適合住宅について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該規定の適用を受けようとする者は、当該規定の適用を受けようとする者は、当該規定の適用を受けようとする者は、当該

特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が

完了した日から完了した日から完了した日から完了した日から3333月以内に、次に掲げる事月以内に、次に掲げる事月以内に、次に掲げる事月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第項を記載した申告書に施行規則附則第項を記載した申告書に施行規則附則第項を記載した申告書に施行規則附則第7777

条第条第条第条第10101010項各号に規定する書類を添付して項各号に規定する書類を添付して項各号に規定する書類を添付して項各号に規定する書類を添付して

市長に提出しなければならない。市長に提出しなければならない。市長に提出しなければならない。市長に提出しなければならない。    

⑴～⑹⑴～⑹⑴～⑹⑴～⑹    略略略略    

11111111    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の9999のののの2222第第第第4444項に規定する項に規定する項に規定する項に規定する

⑴⑴⑴⑴～～～～⑶⑶⑶⑶    略略略略    

⑷⑷⑷⑷    令令令令附則第附則第附則第附則第12121212条第条第条第条第21212121項項項項に掲げる者に該に掲げる者に該に掲げる者に該に掲げる者に該

当する者の住所、氏名及び当該者が同当する者の住所、氏名及び当該者が同当する者の住所、氏名及び当該者が同当する者の住所、氏名及び当該者が同

項各号のいずれに該当するかの別項各号のいずれに該当するかの別項各号のいずれに該当するかの別項各号のいずれに該当するかの別    

⑸⑸⑸⑸    略略略略    

⑹⑹⑹⑹    居住安全改修工事に要した費用並び居住安全改修工事に要した費用並び居住安全改修工事に要した費用並び居住安全改修工事に要した費用並び

に令に令に令に令附則第附則第附則第附則第12121212条第条第条第条第22222222項項項項にににに規定する補助規定する補助規定する補助規定する補助

金等、居宅介護住宅改修費及び介護予金等、居宅介護住宅改修費及び介護予金等、居宅介護住宅改修費及び介護予金等、居宅介護住宅改修費及び介護予

防住宅改修費防住宅改修費防住宅改修費防住宅改修費    

⑺⑺⑺⑺    略略略略    

８８８８    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の9999第第第第9999項の熱損失防止改項の熱損失防止改項の熱損失防止改項の熱損失防止改

修住宅又は同条第修住宅又は同条第修住宅又は同条第修住宅又は同条第10101010項の熱損失防止改修項の熱損失防止改修項の熱損失防止改修項の熱損失防止改修

専有部分について、これらの規定の適用専有部分について、これらの規定の適用専有部分について、これらの規定の適用専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、同条第を受けようとする者は、同条第を受けようとする者は、同条第を受けようとする者は、同条第9999項に規定項に規定項に規定項に規定

する熱損失防止改修工事が完了した日かする熱損失防止改修工事が完了した日かする熱損失防止改修工事が完了した日かする熱損失防止改修工事が完了した日か

らららら3333月以内に、次に掲げる事項を記載した月以内に、次に掲げる事項を記載した月以内に、次に掲げる事項を記載した月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第申告書に施行規則附則第申告書に施行規則附則第申告書に施行規則附則第7777条第条第条第条第9999項各号に項各号に項各号に項各号に

掲げる書類を添付して市長に提出しなけ掲げる書類を添付して市長に提出しなけ掲げる書類を添付して市長に提出しなけ掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。ればならない。ればならない。ればならない。    

⑴～⑷⑴～⑷⑴～⑷⑴～⑷    

⑸⑸⑸⑸    熱損失防止改修工事に要した費用及熱損失防止改修工事に要した費用及熱損失防止改修工事に要した費用及熱損失防止改修工事に要した費用及

び令び令び令び令附則第附則第附則第附則第12121212条第条第条第条第29292929項項項項に規定する補助に規定する補助に規定する補助に規定する補助

金等金等金等金等    

⑹⑹⑹⑹    略略略略    

９９９９    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の9999のののの2222第第第第1111項に規定する項に規定する項に規定する項に規定する

特定耐震基準適合住宅について、同項の特定耐震基準適合住宅について、同項の特定耐震基準適合住宅について、同項の特定耐震基準適合住宅について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該規定の適用を受けようとする者は、当該規定の適用を受けようとする者は、当該規定の適用を受けようとする者は、当該

特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が

完了した日から完了した日から完了した日から完了した日から3333月以内に、次に掲げる事月以内に、次に掲げる事月以内に、次に掲げる事月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第項を記載した申告書に施行規則附則第項を記載した申告書に施行規則附則第項を記載した申告書に施行規則附則第7777

条第条第条第条第10101010項各号に規定する書類を添付して項各号に規定する書類を添付して項各号に規定する書類を添付して項各号に規定する書類を添付して

市長に提出しなければならない。市長に提出しなければならない。市長に提出しなければならない。市長に提出しなければならない。    

⑴～⑹⑴～⑹⑴～⑹⑴～⑹    略略略略    

10101010    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の9999のののの2222第第第第4444項に規定する項に規定する項に規定する項に規定する



6666    

改正案改正案改正案改正案    現現現現    行行行行    

特定熱損失防止改修住宅又は同条第特定熱損失防止改修住宅又は同条第特定熱損失防止改修住宅又は同条第特定熱損失防止改修住宅又は同条第5555項項項項

に規定する特定熱損失防止改修住宅専有に規定する特定熱損失防止改修住宅専有に規定する特定熱損失防止改修住宅専有に規定する特定熱損失防止改修住宅専有

部分について、これらの規定の適用を受部分について、これらの規定の適用を受部分について、これらの規定の適用を受部分について、これらの規定の適用を受

けよけよけよけようとする者は、法附則第うとする者は、法附則第うとする者は、法附則第うとする者は、法附則第15151515条の条の条の条の9999第第第第9999

項に規定する熱損失防止改修工事が完了項に規定する熱損失防止改修工事が完了項に規定する熱損失防止改修工事が完了項に規定する熱損失防止改修工事が完了

した日からした日からした日からした日から3333月以内に、次に掲げる事項を月以内に、次に掲げる事項を月以内に、次に掲げる事項を月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第記載した申告書に施行規則附則第記載した申告書に施行規則附則第記載した申告書に施行規則附則第7777条第条第条第条第

11111111項各号に掲げる書類を添付して市長に項各号に掲げる書類を添付して市長に項各号に掲げる書類を添付して市長に項各号に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。提出しなければならない。提出しなければならない。提出しなければならない。    

⑴～⑷⑴～⑷⑴～⑷⑴～⑷    略略略略    

⑸⑸⑸⑸    熱損失防止改修工事に要した費用及熱損失防止改修工事に要した費用及熱損失防止改修工事に要した費用及熱損失防止改修工事に要した費用及

び令び令び令び令附則第附則第附則第附則第12121212条第条第条第条第31313131項項項項に規定する補助に規定する補助に規定する補助に規定する補助

金等金等金等金等    

⑹⑹⑹⑹    略略略略    

11112222    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の10101010第第第第1111項の耐震基準適項の耐震基準適項の耐震基準適項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受合家屋について、同項の規定の適用を受合家屋について、同項の規定の適用を受合家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該耐震基準適合家けようとする者は、当該耐震基準適合家けようとする者は、当該耐震基準適合家けようとする者は、当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修が完了した日から屋に係る耐震改修が完了した日から屋に係る耐震改修が完了した日から屋に係る耐震改修が完了した日から3333月月月月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告以内に、次に掲げる事項を記載した申告以内に、次に掲げる事項を記載した申告以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附書に施行規則附書に施行規則附書に施行規則附則第則第則第則第7777条第条第条第条第13131313項に規定す項に規定す項に規定す項に規定す

る補助に係る補助金確定通知書の写し、る補助に係る補助金確定通知書の写し、る補助に係る補助金確定通知書の写し、る補助に係る補助金確定通知書の写し、

建築物の耐震改修の促進に関する法律建築物の耐震改修の促進に関する法律建築物の耐震改修の促進に関する法律建築物の耐震改修の促進に関する法律

((((平成平成平成平成7777年法律第年法律第年法律第年法律第123123123123号号号号))))第第第第7777条又は附則第条又は附則第条又は附則第条又は附則第3333

条第条第条第条第1111項の規定による報告の写し及び当項の規定による報告の写し及び当項の規定による報告の写し及び当項の規定による報告の写し及び当

該耐震改修後の家屋が令該耐震改修後の家屋が令該耐震改修後の家屋が令該耐震改修後の家屋が令附則第附則第附則第附則第12121212条第条第条第条第11119999

項項項項に規定する基準を満たすことを証するに規定する基準を満たすことを証するに規定する基準を満たすことを証するに規定する基準を満たすことを証する

書類を添付して市長に提出しなければな書類を添付して市長に提出しなければな書類を添付して市長に提出しなければな書類を添付して市長に提出しなければな

らない。らない。らない。らない。    

13131313    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の11111111第第第第1111項項項項((((固定資産税に固定資産税に固定資産税に固定資産税に

関する部分に限る。関する部分に限る。関する部分に限る。関する部分に限る。))))の改修実演芸術公演の改修実演芸術公演の改修実演芸術公演の改修実演芸術公演

施設について、同項の規定の適用を受け施設について、同項の規定の適用を受け施設について、同項の規定の適用を受け施設について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、同項に規定する利便性ようとする者は、同項に規定する利便性ようとする者は、同項に規定する利便性ようとする者は、同項に規定する利便性

等向上改修工事が完了した日から等向上改修工事が完了した日から等向上改修工事が完了した日から等向上改修工事が完了した日から3333月以月以月以月以

内に、次に掲げる事項を記内に、次に掲げる事項を記内に、次に掲げる事項を記内に、次に掲げる事項を記載した申告書載した申告書載した申告書載した申告書

特定熱損失防止改修住宅又は同条第特定熱損失防止改修住宅又は同条第特定熱損失防止改修住宅又は同条第特定熱損失防止改修住宅又は同条第5555項項項項

に規定する特定熱損失防止改修住宅専有に規定する特定熱損失防止改修住宅専有に規定する特定熱損失防止改修住宅専有に規定する特定熱損失防止改修住宅専有

部分について、これらの規定の適用を受部分について、これらの規定の適用を受部分について、これらの規定の適用を受部分について、これらの規定の適用を受

けようとする者は、法附則第けようとする者は、法附則第けようとする者は、法附則第けようとする者は、法附則第15151515条の条の条の条の9999第第第第9999

項に規定する熱損失防止改修工事が完了項に規定する熱損失防止改修工事が完了項に規定する熱損失防止改修工事が完了項に規定する熱損失防止改修工事が完了

した日かした日かした日かした日からららら3333月以内に、次に掲げる事項を月以内に、次に掲げる事項を月以内に、次に掲げる事項を月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第記載した申告書に施行規則附則第記載した申告書に施行規則附則第記載した申告書に施行規則附則第7777条第条第条第条第

11111111項各号に掲げる書類を添付して市長に項各号に掲げる書類を添付して市長に項各号に掲げる書類を添付して市長に項各号に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。提出しなければならない。提出しなければならない。提出しなければならない。    

⑴⑴⑴⑴～～～～⑷⑷⑷⑷    略略略略    

⑸⑸⑸⑸    熱損失防止改修工事に要した費用及熱損失防止改修工事に要した費用及熱損失防止改修工事に要した費用及熱損失防止改修工事に要した費用及

び令び令び令び令附則第附則第附則第附則第12121212条第条第条第条第29292929項項項項に規定する補助に規定する補助に規定する補助に規定する補助

金等金等金等金等    

⑹⑹⑹⑹    略略略略    

11111111    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の10101010第第第第1111項の耐震基準適項の耐震基準適項の耐震基準適項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受合家屋について、同項の規定の適用を受合家屋について、同項の規定の適用を受合家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該耐震基準適合家けようとする者は、当該耐震基準適合家けようとする者は、当該耐震基準適合家けようとする者は、当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修が完了した日から屋に係る耐震改修が完了した日から屋に係る耐震改修が完了した日から屋に係る耐震改修が完了した日から3333月月月月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告以内に、次に掲げる事項を記載した申告以内に、次に掲げる事項を記載した申告以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第書に施行規則附則第書に施行規則附則第書に施行規則附則第7777条第条第条第条第13131313項に規定す項に規定す項に規定す項に規定す

る補助に係る補助金確定通知書の写し、る補助に係る補助金確定通知書の写し、る補助に係る補助金確定通知書の写し、る補助に係る補助金確定通知書の写し、

建築物の耐震改修の促建築物の耐震改修の促建築物の耐震改修の促建築物の耐震改修の促進に関する法律進に関する法律進に関する法律進に関する法律

((((平成平成平成平成7777年法律第年法律第年法律第年法律第123123123123号号号号))))第第第第7777条又は附則第条又は附則第条又は附則第条又は附則第3333

条第条第条第条第1111項の規定による報告の写し及び当項の規定による報告の写し及び当項の規定による報告の写し及び当項の規定による報告の写し及び当

該耐震改修後の家屋が令該耐震改修後の家屋が令該耐震改修後の家屋が令該耐震改修後の家屋が令附則第附則第附則第附則第12121212条第条第条第条第17171717

項項項項に規定する基準を満たすことを証するに規定する基準を満たすことを証するに規定する基準を満たすことを証するに規定する基準を満たすことを証する

書類を添付して市長に提出しなければな書類を添付して市長に提出しなければな書類を添付して市長に提出しなければな書類を添付して市長に提出しなければな

らない。らない。らない。らない。    

12121212    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条の条の条の条の11111111第第第第1111項項項項((((固定資産税に固定資産税に固定資産税に固定資産税に

関する部分に限る。関する部分に限る。関する部分に限る。関する部分に限る。))))の改修実演芸術公演の改修実演芸術公演の改修実演芸術公演の改修実演芸術公演

施設について、同項の規定の適用を受け施設について、同項の規定の適用を受け施設について、同項の規定の適用を受け施設について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、同項に規定する利便性ようとする者は、同項に規定する利便性ようとする者は、同項に規定する利便性ようとする者は、同項に規定する利便性

等向上改修工事が完了した日から等向上改修工事が完了した日から等向上改修工事が完了した日から等向上改修工事が完了した日から3333月以月以月以月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書内に、次に掲げる事項を記載した申告書内に、次に掲げる事項を記載した申告書内に、次に掲げる事項を記載した申告書



7777    

改正案改正案改正案改正案    現現現現    行行行行    

に高齢者、障害者等の移動等の円滑化のに高齢者、障害者等の移動等の円滑化のに高齢者、障害者等の移動等の円滑化のに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行規則促進に関する法律施行規則促進に関する法律施行規則促進に関する法律施行規則((((平成平成平成平成18181818年国年国年国年国

土交通省令第土交通省令第土交通省令第土交通省令第110110110110号号号号))))第第第第10101010条第条第条第条第2222項に規定項に規定項に規定項に規定

する通知書の写し及び主として劇場、音する通知書の写し及び主として劇場、音する通知書の写し及び主として劇場、音する通知書の写し及び主として劇場、音

楽堂等の活性化に関する法律楽堂等の活性化に関する法律楽堂等の活性化に関する法律楽堂等の活性化に関する法律((((平成平成平成平成24242424年年年年

法律第法律第法律第法律第49494949号号号号))))第第第第2222条第条第条第条第2222項に規定する実演項に規定する実演項に規定する実演項に規定する実演

芸術の公演の用に供する施設である旨を芸術の公演の用に供する施設である旨を芸術の公演の用に供する施設である旨を芸術の公演の用に供する施設である旨を

証する書類を添付して市長に提出しなけ証する書類を添付して市長に提出しなけ証する書類を添付して市長に提出しなけ証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。ればならない。ればならない。ればならない。    

⑴～⑹⑴～⑹⑴～⑹⑴～⑹    略略略略    

((((法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第40404040項項項項の条例で定める割合の条例で定める割合の条例で定める割合の条例で定める割合))))    

第第第第13131313条の条の条の条の3333    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第40404040項項項項((((都市計画都市計画都市計画都市計画

税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。))))に規定する市のに規定する市のに規定する市のに規定する市の

条例で定める割合は、条例で定める割合は、条例で定める割合は、条例で定める割合は、5555分の分の分の分の4444とする。とする。とする。とする。    

((((法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第44444444項項項項の条例で定める割合の条例で定める割合の条例で定める割合の条例で定める割合))))    

第第第第13131313条の条の条の条の4444    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第44444444項項項項((((都市計画都市計画都市計画都市計画

税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。))))に規定する市のに規定する市のに規定する市のに規定する市の

条例で定める割合は、条例で定める割合は、条例で定める割合は、条例で定める割合は、2222分の分の分の分の1111とする。とする。とする。とする。    

((((法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第45454545項項項項の条例で定める割合の条例で定める割合の条例で定める割合の条例で定める割合))))    

第第第第13131313条の条の条の条の5555    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第45454545項項項項((((都市計画都市計画都市計画都市計画

税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。))))に規定する市のに規定する市のに規定する市のに規定する市の

条例で定める割合は、条例で定める割合は、条例で定める割合は、条例で定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

((((都市計画税に関する読替規定都市計画税に関する読替規定都市計画税に関する読替規定都市計画税に関する読替規定))))    

第第第第16161616条条条条    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条第条第条第条第1111項、第項、第項、第項、第13131313項、項、項、項、第第第第11118888

項、第項、第項、第項、第19191919項、第項、第項、第項、第22221111項から第項から第項から第項から第22225555項まで項まで項まで項まで、第、第、第、第

27272727項、項、項、項、第第第第28282828項、第項、第項、第項、第33332222項、第項、第項、第項、第33336666項、第項、第項、第項、第44440000項、項、項、項、

第第第第43434343項項項項から第から第から第から第45454545項まで項まで項まで項まで若しくは第若しくは第若しくは第若しくは第48484848項項項項かかかか

ら第ら第ら第ら第50505050項まで項まで項まで項まで、第、第、第、第15151515条の条の条の条の2222第第第第2222項又は第項又は第項又は第項又は第15151515

条の条の条の条の3333の規定の適用がある各年度分の都の規定の適用がある各年度分の都の規定の適用がある各年度分の都の規定の適用がある各年度分の都

市計画税に限り、第市計画税に限り、第市計画税に限り、第市計画税に限り、第151151151151条第条第条第条第2222項中「又は項中「又は項中「又は項中「又は

第第第第34343434項」とあるのは、「若しくは第項」とあるのは、「若しくは第項」とあるのは、「若しくは第項」とあるのは、「若しくは第34343434項又項又項又項又

は法附則第は法附則第は法附則第は法附則第15151515条から第条から第条から第条から第15151515条の条の条の条の3333まで」とすまで」とすまで」とすまで」とす

る。る。る。る。    

((((軽自動車税の税率の特例軽自動車税の税率の特例軽自動車税の税率の特例軽自動車税の税率の特例))))    

に高齢者、障害者等の移動等の円滑化のに高齢者、障害者等の移動等の円滑化のに高齢者、障害者等の移動等の円滑化のに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行規則促進に関する法律施行規則促進に関する法律施行規則促進に関する法律施行規則((((平成平成平成平成11118888年国年国年国年国

土交通省令第土交通省令第土交通省令第土交通省令第110110110110号号号号))))第第第第10101010条第条第条第条第2222項に規定項に規定項に規定項に規定

する通知書の写し及び主として劇場、音する通知書の写し及び主として劇場、音する通知書の写し及び主として劇場、音する通知書の写し及び主として劇場、音

楽堂等の活性化に関する法律楽堂等の活性化に関する法律楽堂等の活性化に関する法律楽堂等の活性化に関する法律((((平成平成平成平成24242424年年年年

法律第法律第法律第法律第49494949号号号号))))第第第第2222条第条第条第条第2222項に規定する実演項に規定する実演項に規定する実演項に規定する実演

芸術の公演の用に供する施設である旨を芸術の公演の用に供する施設である旨を芸術の公演の用に供する施設である旨を芸術の公演の用に供する施設である旨を

証する書類を添付して市長に提出しなけ証する書類を添付して市長に提出しなけ証する書類を添付して市長に提出しなけ証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。ればならない。ればならない。ればならない。    

⑴⑴⑴⑴～～～～⑹⑹⑹⑹    略略略略    

((((法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第39393939項項項項の条例で定める割合の条例で定める割合の条例で定める割合の条例で定める割合))))    

第第第第13131313条の条の条の条の3333    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第39393939項項項項((((都市計画都市計画都市計画都市計画

税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。))))に規定する市のに規定する市のに規定する市のに規定する市の

条例で定める割合は、条例で定める割合は、条例で定める割合は、条例で定める割合は、5555分の分の分の分の4444とする。とする。とする。とする。    

((((法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第43434343項項項項の条例で定める割合の条例で定める割合の条例で定める割合の条例で定める割合))))    

第第第第13131313条の条の条の条の4444    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第43434343項項項項((((都市計画都市計画都市計画都市計画

税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。))))に規定する市のに規定する市のに規定する市のに規定する市の

条例で定める割合は、条例で定める割合は、条例で定める割合は、条例で定める割合は、2222分の分の分の分の1111とする。とする。とする。とする。    

((((法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第44444444項項項項の条例で定める割合の条例で定める割合の条例で定める割合の条例で定める割合))))    

第第第第13131313条の条の条の条の5555    法法法法附則第附則第附則第附則第15151515条第条第条第条第44444444項項項項((((都市計画都市計画都市計画都市計画

税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。税に関する部分に限る。))))に規定する市のに規定する市のに規定する市のに規定する市の

条例で定める割合は、条例で定める割合は、条例で定める割合は、条例で定める割合は、3333分の分の分の分の2222とする。とする。とする。とする。    

((((都市計画税に関する読替規定都市計画税に関する読替規定都市計画税に関する読替規定都市計画税に関する読替規定))))    

第第第第16161616条条条条    法附則第法附則第法附則第法附則第15151515条第条第条第条第1111項、第項、第項、第項、第13131313項、項、項、項、第第第第17171717

項、第項、第項、第項、第18181818項、第項、第項、第項、第20202020項から第項から第項から第項から第24242424項まで、第項まで、第項まで、第項まで、第

26262626項項項項、第、第、第、第27272727項、項、項、項、第第第第31313131項、第項、第項、第項、第35353535項、第項、第項、第項、第39393939項、項、項、項、

第第第第42424242項、第項、第項、第項、第43434343項、第項、第項、第項、第44444444項若しくは第項若しくは第項若しくは第項若しくは第47474747項項項項、、、、

第第第第15151515条の条の条の条の2222第第第第2222項又は第項又は第項又は第項又は第15151515条の条の条の条の3333の規定のの規定のの規定のの規定の

適用がある各年度分の都市計画税に限適用がある各年度分の都市計画税に限適用がある各年度分の都市計画税に限適用がある各年度分の都市計画税に限

り、第り、第り、第り、第151151151151条第条第条第条第2222項中「又は第項中「又は第項中「又は第項中「又は第34343434項」とあ項」とあ項」とあ項」とあ

るのは、「若しくは第るのは、「若しくは第るのは、「若しくは第るのは、「若しくは第34343434項又は法附則第項又は法附則第項又は法附則第項又は法附則第15151515

条から第条から第条から第条から第15151515条の条の条の条の3333まで」とする。まで」とする。まで」とする。まで」とする。    

    

((((軽自動車税の税率の特例軽自動車税の税率の特例軽自動車税の税率の特例軽自動車税の税率の特例))))    
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第第第第19191919条条条条    平成平成平成平成18181818年年年年3333月月月月31313131日までに初めて道日までに初めて道日までに初めて道日までに初めて道

路運送車両法第路運送車両法第路運送車両法第路運送車両法第60606060条第条第条第条第1111項後段の規定に項後段の規定に項後段の規定に項後段の規定に

よる車両番号の指定（次項から第よる車両番号の指定（次項から第よる車両番号の指定（次項から第よる車両番号の指定（次項から第4444項まで項まで項まで項まで

において「初回車両番号指定」という。）において「初回車両番号指定」という。）において「初回車両番号指定」という。）において「初回車両番号指定」という。）

を受けた法附則第を受けた法附則第を受けた法附則第を受けた法附則第30303030条第条第条第条第1111項項項項に規定するに規定するに規定するに規定する

三輪以上の軽自動車に対する三輪以上の軽自動車に対する三輪以上の軽自動車に対する三輪以上の軽自動車に対する平成平成平成平成31313131年度年度年度年度

分分分分の軽の軽の軽の軽自動車税に係る第自動車税に係る第自動車税に係る第自動車税に係る第66666666条の規定の適条の規定の適条の規定の適条の規定の適

用については、当分の間、次の表の左欄用については、当分の間、次の表の左欄用については、当分の間、次の表の左欄用については、当分の間、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げに掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げに掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げに掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げるる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げるる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げるる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。字句とする。字句とする。字句とする。    

    

第第第第2222号号号号アアアア    3,9003,9003,9003,900 円円円円    4,6004,6004,6004,600円円円円    

6,9006,9006,9006,900 円円円円    8,2008,2008,2008,200円円円円    

10,80010,80010,80010,800 円円円円    12,90012,90012,90012,900円円円円    

3,8003,8003,8003,800 円円円円    4,5004,5004,5004,500円円円円    

5,0005,0005,0005,000 円円円円    6,0006,0006,0006,000円円円円    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第19191919条条条条    法附則第法附則第法附則第法附則第30303030条第条第条第条第1111項項項項に規定する三に規定する三に規定する三に規定する三

輪以上の軽自動車に対する輪以上の軽自動車に対する輪以上の軽自動車に対する輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車

が初めて道路運送車両法第が初めて道路運送車両法第が初めて道路運送車両法第が初めて道路運送車両法第60606060条第条第条第条第1111項後項後項後項後

段の規定による車両番号の指定段の規定による車両番号の指定段の規定による車両番号の指定段の規定による車両番号の指定((((以下こ以下こ以下こ以下こ

の条において「初回車両番号指定」といの条において「初回車両番号指定」といの条において「初回車両番号指定」といの条において「初回車両番号指定」とい

う。う。う。う。))))を受けた月から起算してを受けた月から起算してを受けた月から起算してを受けた月から起算して14141414年を経過年を経過年を経過年を経過

した月の属する年度以後の年度分した月の属する年度以後の年度分した月の属する年度以後の年度分した月の属する年度以後の年度分の軽自の軽自の軽自の軽自

動車税に係る第動車税に係る第動車税に係る第動車税に係る第66666666条の規定の適用につい条の規定の適用につい条の規定の適用につい条の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄ては、当分の間、次の表の左欄ては、当分の間、次の表の左欄ては、当分の間、次の表の左欄に掲げるに掲げるに掲げるに掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句同条の規定中同表の中欄に掲げる字句同条の規定中同表の中欄に掲げる字句同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。する。する。する。    

第第第第2222号号号号アアアア    3,9003,9003,9003,900 円円円円    4,6004,6004,6004,600円円円円    

6,9006,9006,9006,900 円円円円    8,2008,2008,2008,200円円円円    

10,80010,80010,80010,800 円円円円    12,90012,90012,90012,900円円円円    

3,8003,8003,8003,800 円円円円    4,5004,5004,5004,500円円円円    

5,0005,0005,0005,000 円円円円    6,0006,0006,0006,000円円円円    

    

２２２２    法附則第法附則第法附則第法附則第30303030条第条第条第条第3333項第項第項第項第1111号及び第号及び第号及び第号及び第2222号に号に号に号に

掲げる三輪以上の軽自動車に対する第掲げる三輪以上の軽自動車に対する第掲げる三輪以上の軽自動車に対する第掲げる三輪以上の軽自動車に対する第66666666

条の規定の適用については、当該軽自動条の規定の適用については、当該軽自動条の規定の適用については、当該軽自動条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成車が平成車が平成車が平成28282828年年年年4444月月月月1111日から平成日から平成日から平成日から平成29292929年年年年3333月月月月31313131

日までの間に初回車両番号指定を受けた日までの間に初回車両番号指定を受けた日までの間に初回車両番号指定を受けた日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には、平成場合には、平成場合には、平成場合には、平成29292929年度分の軽自動車税に年度分の軽自動車税に年度分の軽自動車税に年度分の軽自動車税に

限り、次の表の左欄限り、次の表の左欄限り、次の表の左欄限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定に掲げる同条の規定に掲げる同条の規定に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。同表の右欄に掲げる字句とする。同表の右欄に掲げる字句とする。同表の右欄に掲げる字句とする。    

第第第第2222号号号号アアアア    3,9003,9003,9003,900 円円円円    1,0001,0001,0001,000円円円円    

6,9006,9006,9006,900 円円円円    1,8001,8001,8001,800円円円円    

10,80010,80010,80010,800 円円円円    2,7002,7002,7002,700円円円円    

3,8003,8003,8003,800 円円円円    1,0001,0001,0001,000円円円円    

5,0005,0005,0005,000 円円円円    1,3001,3001,3001,300円円円円    

３３３３    法附則第法附則第法附則第法附則第30303030条第条第条第条第4444項第項第項第項第1111号及び第号及び第号及び第号及び第2222号に号に号に号に
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２２２２    法法法法附則附則附則附則第第第第30303030条第条第条第条第2222項第項第項第項第1111号及び第号及び第号及び第号及び第2222号号号号にににに

掲げる三輪以上の軽自動車に対する第掲げる三輪以上の軽自動車に対する第掲げる三輪以上の軽自動車に対する第掲げる三輪以上の軽自動車に対する第66666666

掲げる三輪以上の軽自動車掲げる三輪以上の軽自動車掲げる三輪以上の軽自動車掲げる三輪以上の軽自動車((((ガソリンをガソリンをガソリンをガソリンを

内燃機関の燃料として用いるものに限内燃機関の燃料として用いるものに限内燃機関の燃料として用いるものに限内燃機関の燃料として用いるものに限

る。以下この条る。以下この条る。以下この条る。以下この条((((第第第第5555項を除く。項を除く。項を除く。項を除く。))))においてにおいてにおいてにおいて

同じ。同じ。同じ。同じ。))))に対する第に対する第に対する第に対する第66666666条の規定の適用につ条の規定の適用につ条の規定の適用につ条の規定の適用につ

いては、当該軽自動車が平成いては、当該軽自動車が平成いては、当該軽自動車が平成いては、当該軽自動車が平成28282828年年年年4444月月月月1111日日日日

から平成から平成から平成から平成29292929年年年年3333月月月月31313131日日日日までの間に初回車までの間に初回車までの間に初回車までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には、平成両番号指定を受けた場合には、平成両番号指定を受けた場合には、平成両番号指定を受けた場合には、平成29292929年年年年

度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げに掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げに掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げに掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げるる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げるる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げるる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。字句とする。字句とする。字句とする。    

第第第第2222号号号号アアアア    3,9003,9003,9003,900 円円円円    2,0002,0002,0002,000円円円円    

6,9006,9006,9006,900 円円円円    3,5003,5003,5003,500円円円円    

10,80010,80010,80010,800 円円円円    5,4005,4005,4005,400円円円円    

3,8003,8003,8003,800 円円円円    1,9001,9001,9001,900円円円円    

5,0005,0005,0005,000 円円円円    2,5002,5002,5002,500円円円円    

４４４４    法附則第法附則第法附則第法附則第30303030条第条第条第条第5555項第項第項第項第1111号及び第号及び第号及び第号及び第2222号に号に号に号に

掲げる三輪以上の軽自動車掲げる三輪以上の軽自動車掲げる三輪以上の軽自動車掲げる三輪以上の軽自動車((((前項の規定前項の規定前項の規定前項の規定

の適用を受けるものを除く。の適用を受けるものを除く。の適用を受けるものを除く。の適用を受けるものを除く。))))に対する第に対する第に対する第に対する第

66666666条の規定の適用については、当該軽自条の規定の適用については、当該軽自条の規定の適用については、当該軽自条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成動車が平成動車が平成動車が平成22228888年年年年4444月月月月1111日から平成日から平成日から平成日から平成29292929年年年年3333月月月月

31313131日までの間に初回車両番号指定を受け日までの間に初回車両番号指定を受け日までの間に初回車両番号指定を受け日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、平成た場合には、平成た場合には、平成た場合には、平成29292929年度分の軽自動車税年度分の軽自動車税年度分の軽自動車税年度分の軽自動車税

に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。れ同表の右欄に掲げる字句とする。れ同表の右欄に掲げる字句とする。れ同表の右欄に掲げる字句とする。    

第第第第2222号号号号アアアア    3,9003,9003,9003,900 円円円円    3,0003,0003,0003,000円円円円    

6,9006,9006,9006,900 円円円円    5,2005,2005,2005,200円円円円    

10,80010,80010,80010,800 円円円円    8,1008,1008,1008,100円円円円    

3,8003,8003,8003,800 円円円円    1,9001,9001,9001,900円円円円    

5,0005,0005,0005,000 円円円円    2,5002,5002,5002,500円円円円    

５５５５    法法法法附則附則附則附則第第第第30303030条第条第条第条第6666項第項第項第項第1111号及び第号及び第号及び第号及び第2222号号号号にににに

掲げる三輪以上の軽自動車に対する第掲げる三輪以上の軽自動車に対する第掲げる三輪以上の軽自動車に対する第掲げる三輪以上の軽自動車に対する第66666666
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条の規定条の規定条の規定条の規定の適用については、当該軽自動の適用については、当該軽自動の適用については、当該軽自動の適用については、当該軽自動

車が平成車が平成車が平成車が平成29292929年年年年4444月月月月1111日から平成日から平成日から平成日から平成30303030年年年年3333月月月月31313131

日までの間に初回車両番号指定を受けた日までの間に初回車両番号指定を受けた日までの間に初回車両番号指定を受けた日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には平成場合には平成場合には平成場合には平成30303030年度分の軽自動車税に限年度分の軽自動車税に限年度分の軽自動車税に限年度分の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が平成り、当該軽自動車が平成り、当該軽自動車が平成り、当該軽自動車が平成30303030年年年年4444月月月月1111日から日から日から日から

平成平成平成平成31313131年年年年3333月月月月31313131日までの間に初回車両番日までの間に初回車両番日までの間に初回車両番日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には平成号指定を受けた場合には平成号指定を受けた場合には平成号指定を受けた場合には平成31313131年度分の年度分の年度分の年度分の

軽自動車税に限り軽自動車税に限り軽自動車税に限り軽自動車税に限り、、、、次次次次の表の表の表の表の左欄に掲げの左欄に掲げの左欄に掲げの左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。する。する。する。    

第第第第2222号号号号アアアア    3,9003,9003,9003,900 円円円円    1,0001,0001,0001,000円円円円    

6,9006,9006,9006,900 円円円円    1,8001,8001,8001,800円円円円    

10,80010,80010,80010,800 円円円円    2,7002,7002,7002,700円円円円    

3,8003,8003,8003,800 円円円円    1,0001,0001,0001,000円円円円    

5,0005,0005,0005,000 円円円円    1,3001,3001,3001,300円円円円    

３３３３    法法法法附則附則附則附則第第第第30303030条第条第条第条第3333項第項第項第項第1111号及び第号及び第号及び第号及び第2222号号号号にににに

掲げる三輪掲げる三輪掲げる三輪掲げる三輪以上の軽自動車以上の軽自動車以上の軽自動車以上の軽自動車（ガソリンを（ガソリンを（ガソリンを（ガソリンを

内燃機関の燃料として用いるものに限内燃機関の燃料として用いるものに限内燃機関の燃料として用いるものに限内燃機関の燃料として用いるものに限

る。以下この項及び次項において同じ。）る。以下この項及び次項において同じ。）る。以下この項及び次項において同じ。）る。以下この項及び次項において同じ。）

に対する第に対する第に対する第に対する第66666666条の規定の適用について条の規定の適用について条の規定の適用について条の規定の適用について

は、当該軽自動車が平成は、当該軽自動車が平成は、当該軽自動車が平成は、当該軽自動車が平成29292929年年年年4444月月月月1111日から日から日から日から

平成平成平成平成30303030年年年年3333月月月月31313131日までの間に初回車両番日までの間に初回車両番日までの間に初回車両番日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には平成号指定を受けた場合には平成号指定を受けた場合には平成号指定を受けた場合には平成30303030年度分の年度分の年度分の年度分の

軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成

30303030年年年年4444月月月月1111日から平成日から平成日から平成日から平成31313131年年年年3333月月月月31313131日までの日までの日までの日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には間に初回車両番号指定を受けた場合には間に初回車両番号指定を受けた場合には間に初回車両番号指定を受けた場合には

平成平成平成平成31313131年度分の軽自動車税に限り、年度分の軽自動車税に限り、年度分の軽自動車税に限り、年度分の軽自動車税に限り、次次次次のののの

表表表表の左欄に掲げるの左欄に掲げるの左欄に掲げるの左欄に掲げる同条の規定中同表の中同条の規定中同表の中同条の規定中同表の中同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。に掲げる字句とする。に掲げる字句とする。に掲げる字句とする。    

第第第第2222号号号号アアアア    3,9003,9003,9003,900 円円円円    2,0002,0002,0002,000円円円円    

6,9006,9006,9006,900 円円円円    3,5003,5003,5003,500円円円円    

条の規定の適用については、当該軽自動条の規定の適用については、当該軽自動条の規定の適用については、当該軽自動条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成車が平成車が平成車が平成29292929年年年年4444月月月月1111日から平成日から平成日から平成日から平成30303030年年年年3333月月月月31313131

日までの間に初回車両番号指定を受けた日までの間に初回車両番号指定を受けた日までの間に初回車両番号指定を受けた日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には平成場合には平成場合には平成場合には平成30303030年度分の軽自動車税に限年度分の軽自動車税に限年度分の軽自動車税に限年度分の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が平成り、当該軽自動車が平成り、当該軽自動車が平成り、当該軽自動車が平成30303030年年年年4444月月月月1111日から日から日から日から

平成平成平成平成31313131年年年年3333月月月月31313131日までの間に初回車両番日までの間に初回車両番日までの間に初回車両番日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には平成号指定を受けた場合には平成号指定を受けた場合には平成号指定を受けた場合には平成31313131年度分の年度分の年度分の年度分の

軽自動車税に限り軽自動車税に限り軽自動車税に限り軽自動車税に限り、、、、第第第第2222項の表項の表項の表項の表の左欄に掲の左欄に掲の左欄に掲の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。とする。とする。とする。    

    

    

    

    

    

６６６６    法法法法附則附則附則附則第第第第30303030条第条第条第条第7777項第項第項第項第1111号及び第号及び第号及び第号及び第2222号号号号にににに

掲げる三輪掲げる三輪掲げる三輪掲げる三輪以上の軽自動車以上の軽自動車以上の軽自動車以上の軽自動車に対する第に対する第に対する第に対する第66666666

条の規定の適用については、当該軽自動条の規定の適用については、当該軽自動条の規定の適用については、当該軽自動条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成車が平成車が平成車が平成29292929年年年年4444月月月月1111日から平成日から平成日から平成日から平成30303030年年年年3333月月月月31313131

日までの間に初回車両番号指定を受けた日までの間に初回車両番号指定を受けた日までの間に初回車両番号指定を受けた日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には平成場合には平成場合には平成場合には平成30303030年度分の軽自動車税に限年度分の軽自動車税に限年度分の軽自動車税に限年度分の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が平成り、当該軽自動車が平成り、当該軽自動車が平成り、当該軽自動車が平成30303030年年年年4444月月月月1111日から日から日から日から

平成平成平成平成31313131年年年年3333月月月月31313131日までの間に初回車両番日までの間に初回車両番日までの間に初回車両番日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には平成号指定を受けた場合には平成号指定を受けた場合には平成号指定を受けた場合には平成31313131年度分の年度分の年度分の年度分の

軽自動車税に限り、軽自動車税に限り、軽自動車税に限り、軽自動車税に限り、第第第第3333項の表項の表項の表項の表の左欄に掲の左欄に掲の左欄に掲の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。とする。とする。とする。    

    

    

    

    

    



11111111    

改正案改正案改正案改正案    現現現現    行行行行    

10,80010,80010,80010,800 円円円円    5,4005,4005,4005,400円円円円    

3,8003,8003,8003,800 円円円円    1,9001,9001,9001,900円円円円    

5,0005,0005,0005,000 円円円円    2,5002,5002,5002,500円円円円    

４４４４    法法法法附則附則附則附則第第第第30303030条第条第条第条第4444項第項第項第項第1111号及び第号及び第号及び第号及び第2222号号号号にににに

掲げる三輪以上の軽自動車掲げる三輪以上の軽自動車掲げる三輪以上の軽自動車掲げる三輪以上の軽自動車((((前項の規定前項の規定前項の規定前項の規定

の適用を受けるものを除く。の適用を受けるものを除く。の適用を受けるものを除く。の適用を受けるものを除く。))))に対する第に対する第に対する第に対する第

66666666条の規定の適用については、当該軽自条の規定の適用については、当該軽自条の規定の適用については、当該軽自条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成動車が平成動車が平成動車が平成29292929年年年年4444月月月月1111日から平成日から平成日から平成日から平成30303030年年年年3333月月月月

31313131日までの間に初回車両番号指定を受け日までの間に初回車両番号指定を受け日までの間に初回車両番号指定を受け日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には平成た場合には平成た場合には平成た場合には平成30303030年度分の軽自年度分の軽自年度分の軽自年度分の軽自動車税に動車税に動車税に動車税に

限り、当該軽自動車が平成限り、当該軽自動車が平成限り、当該軽自動車が平成限り、当該軽自動車が平成30303030年年年年4444月月月月1111日か日か日か日か

ら平成ら平成ら平成ら平成31313131年年年年3333月月月月31313131日までの間に初回車両日までの間に初回車両日までの間に初回車両日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には平成番号指定を受けた場合には平成番号指定を受けた場合には平成番号指定を受けた場合には平成31313131年度分年度分年度分年度分

の軽自動車税に限り、の軽自動車税に限り、の軽自動車税に限り、の軽自動車税に限り、次次次次の表の表の表の表の左欄に掲の左欄に掲の左欄に掲の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。とする。とする。とする。    

第第第第2222号号号号アアアア    3,9003,9003,9003,900 円円円円    3,0003,0003,0003,000円円円円    

6,9006,9006,9006,900 円円円円    5,2005,2005,2005,200円円円円    

10,80010,80010,80010,800 円円円円    8,1008,1008,1008,100円円円円    

3,8003,8003,8003,800 円円円円    2,9002,9002,9002,900円円円円    

5,0005,0005,0005,000 円円円円    3,8003,8003,8003,800円円円円    

((((軽自動車税の賦課徴収の特例軽自動車税の賦課徴収の特例軽自動車税の賦課徴収の特例軽自動車税の賦課徴収の特例))))    

第第第第20202020条条条条    市長は、軽自動車税の賦課徴収に市長は、軽自動車税の賦課徴収に市長は、軽自動車税の賦課徴収に市長は、軽自動車税の賦課徴収に

関し、三輪以上の軽自動車が関し、三輪以上の軽自動車が関し、三輪以上の軽自動車が関し、三輪以上の軽自動車が前条第前条第前条第前条第2222項か項か項か項か

らららら第第第第4444項項項項までの規定の適用を受ける三輪までの規定の適用を受ける三輪までの規定の適用を受ける三輪までの規定の適用を受ける三輪

以上の軽自動車に該当するかどうかの判以上の軽自動車に該当するかどうかの判以上の軽自動車に該当するかどうかの判以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等断をするときは、国土交通大臣の認定等断をするときは、国土交通大臣の認定等断をするときは、国土交通大臣の認定等

((((法附則第法附則第法附則第法附則第30303030条の条の条の条の2222第第第第1111項に規定する国土項に規定する国土項に規定する国土項に規定する国土

交通大臣の認定等をいう。次項において交通大臣の認定等をいう。次項において交通大臣の認定等をいう。次項において交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。同じ。同じ。同じ。))))に基づき当該判断をするものとすに基づき当該判断をするものとすに基づき当該判断をするものとすに基づき当該判断をするものとす

る。る。る。る。    

２～４２～４２～４２～４    略略略略    

    

    

    

７７７７    法法法法附則附則附則附則第第第第30303030条第条第条第条第8888項第項第項第項第1111号及び第号及び第号及び第号及び第2222号号号号にににに

掲げる三輪以上の軽自動車掲げる三輪以上の軽自動車掲げる三輪以上の軽自動車掲げる三輪以上の軽自動車((((前項の規定前項の規定前項の規定前項の規定

の適用を受けるものを除く。の適用を受けるものを除く。の適用を受けるものを除く。の適用を受けるものを除く。))))に対する第に対する第に対する第に対する第

66666666条の規定の適用については、当該軽自条の規定の適用については、当該軽自条の規定の適用については、当該軽自条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成動車が平成動車が平成動車が平成29292929年年年年4444月月月月1111日から平日から平日から平日から平成成成成30303030年年年年3333月月月月

31313131日までの間に初回車両番号指定を受け日までの間に初回車両番号指定を受け日までの間に初回車両番号指定を受け日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には平成た場合には平成た場合には平成た場合には平成30303030年度分の軽自動車税に年度分の軽自動車税に年度分の軽自動車税に年度分の軽自動車税に

限り、当該軽自動車が平成限り、当該軽自動車が平成限り、当該軽自動車が平成限り、当該軽自動車が平成30303030年年年年4444月月月月1111日か日か日か日か

ら平成ら平成ら平成ら平成31313131年年年年3333月月月月31313131日までの間に初回車両日までの間に初回車両日までの間に初回車両日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には平成番号指定を受けた場合には平成番号指定を受けた場合には平成番号指定を受けた場合には平成31313131年度分年度分年度分年度分

の軽自動車税に限り、の軽自動車税に限り、の軽自動車税に限り、の軽自動車税に限り、第第第第4444項の表項の表項の表項の表の左欄にの左欄にの左欄にの左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。句とする。句とする。句とする。    

    

    

    

    

    

((((軽自動車税の賦課徴収の特例軽自動車税の賦課徴収の特例軽自動車税の賦課徴収の特例軽自動車税の賦課徴収の特例))))    

第第第第20202020条条条条    市長は、軽自動車税の賦課徴収に市長は、軽自動車税の賦課徴収に市長は、軽自動車税の賦課徴収に市長は、軽自動車税の賦課徴収に

関し、三輪以上の軽自動車が前条第関し、三輪以上の軽自動車が前条第関し、三輪以上の軽自動車が前条第関し、三輪以上の軽自動車が前条第2222項か項か項か項か    

らららら第第第第7777項項項項までの規定の適用を受ける三輪までの規定の適用を受ける三輪までの規定の適用を受ける三輪までの規定の適用を受ける三輪    

以上の軽自動車に該当する以上の軽自動車に該当する以上の軽自動車に該当する以上の軽自動車に該当するかどうかの判かどうかの判かどうかの判かどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等断をするときは、国土交通大臣の認定等断をするときは、国土交通大臣の認定等断をするときは、国土交通大臣の認定等

((((法附則第法附則第法附則第法附則第30303030条の条の条の条の2222第第第第1111項に規定する国土項に規定する国土項に規定する国土項に規定する国土

交通大臣の認定等をいう。次項において交通大臣の認定等をいう。次項において交通大臣の認定等をいう。次項において交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。同じ。同じ。同じ。))))に基づき当該判断をするものとすに基づき当該判断をするものとすに基づき当該判断をするものとすに基づき当該判断をするものとす

る。る。る。る。    

２～４２～４２～４２～４    略略略略        



12121212    

第２条による改正（大垣市税条例第２条による改正（大垣市税条例第２条による改正（大垣市税条例第２条による改正（大垣市税条例等等等等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（（（（平成２９平成２９平成２９平成２９年条例第年条例第年条例第年条例第６６６６号））号））号））号））    

改正案改正案改正案改正案    現現現現    行行行行    

    ((((軽自動車税の環境性能割の税率の特例軽自動車税の環境性能割の税率の特例軽自動車税の環境性能割の税率の特例軽自動車税の環境性能割の税率の特例))))    

第第第第 18181818 条の条の条の条の 6666    略略略略    

２２２２    自家用の三輪以上の軽自動車に対する自家用の三輪以上の軽自動車に対する自家用の三輪以上の軽自動車に対する自家用の三輪以上の軽自動車に対する

第第第第 65656565 条の条の条の条の 5(5(5(5(第第第第 3333 号に係る部分に限る。号に係る部分に限る。号に係る部分に限る。号に係る部分に限る。))))

の規定の適用にの規定の適用にの規定の適用にの規定の適用については、当分の間ついては、当分の間ついては、当分の間ついては、当分の間、、、、同同同同

号中「号中「号中「号中「100100100100 分の分の分の分の 3333」とあるのは、「」とあるのは、「」とあるのは、「」とあるのは、「100100100100 分分分分

のののの 2222」とする。」とする。」とする。」とする。    

((((軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税の種別割の種別割の種別割の種別割の税率の特例の税率の特例の税率の特例の税率の特例))))    

第第第第 19191919 条条条条    法附則第法附則第法附則第法附則第 30303030 条条条条に規定する三輪以に規定する三輪以に規定する三輪以に規定する三輪以

上の軽自動車に対する上の軽自動車に対する上の軽自動車に対する上の軽自動車に対する当該軽自動車が最当該軽自動車が最当該軽自動車が最当該軽自動車が最

初の法第初の法第初の法第初の法第 444444444444 条第条第条第条第 3333 項に規定する車両番項に規定する車両番項に規定する車両番項に規定する車両番

号の指定を受けた月から起算して号の指定を受けた月から起算して号の指定を受けた月から起算して号の指定を受けた月から起算して 14141414 年年年年

を経過した月の属する年度以後の年度分を経過した月の属する年度以後の年度分を経過した月の属する年度以後の年度分を経過した月の属する年度以後の年度分

の軽自動車税の軽自動車税の軽自動車税の軽自動車税の種別割の種別割の種別割の種別割に係る第に係る第に係る第に係る第 66666666 条の条の条の条の

規定の適用については、当分の間、次の規定の適用については、当分の間、次の規定の適用については、当分の間、次の規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。に掲げる字句とする。に掲げる字句とする。に掲げる字句とする。    

    

略略略略    

        

    ((((軽自動車税の環境性能割の税率の特例軽自動車税の環境性能割の税率の特例軽自動車税の環境性能割の税率の特例軽自動車税の環境性能割の税率の特例))))    

第第第第 18181818 条の条の条の条の 6666    略略略略    

２２２２    自家用の三輪以上の軽自動車に対する自家用の三輪以上の軽自動車に対する自家用の三輪以上の軽自動車に対する自家用の三輪以上の軽自動車に対する

第第第第 65656565 条の条の条の条の 5555((((第第第第 3333 号に係る部分に限る。号に係る部分に限る。号に係る部分に限る。号に係る部分に限る。))))

の規定の適用にの規定の適用にの規定の適用にの規定の適用についてはついてはついてはついては、、、、同号中「同号中「同号中「同号中「100100100100

分の分の分の分の 3333」とあるのは、「」とあるのは、「」とあるのは、「」とあるのは、「100100100100 分の分の分の分の 2222」とす」とす」とす」とす

る。る。る。る。    

((((軽自動車税の税率の特例軽自動車税の税率の特例軽自動車税の税率の特例軽自動車税の税率の特例))))    

第第第第 19191919条条条条    平成平成平成平成18181818年年年年 3333月月月月 31313131日までに初めて日までに初めて日までに初めて日までに初めて

道路運送車両法第道路運送車両法第道路運送車両法第道路運送車両法第60606060条第条第条第条第1111項後段の規定項後段の規定項後段の規定項後段の規定

による車両番号の指定（次項から第による車両番号の指定（次項から第による車両番号の指定（次項から第による車両番号の指定（次項から第 4444 項項項項

までにおいて「初回車両番号指定」といまでにおいて「初回車両番号指定」といまでにおいて「初回車両番号指定」といまでにおいて「初回車両番号指定」とい

う。）を受けた法附則第う。）を受けた法附則第う。）を受けた法附則第う。）を受けた法附則第 30303030 条第条第条第条第 1111 項項項項に規に規に規に規

定する三輪以上の軽自動車に対する定する三輪以上の軽自動車に対する定する三輪以上の軽自動車に対する定する三輪以上の軽自動車に対する平成平成平成平成

31313131 年度分年度分年度分年度分の軽自動車税に係る第の軽自動車税に係る第の軽自動車税に係る第の軽自動車税に係る第 66666666 条の条の条の条の

規定の適用については、当分の間、次の規定の適用については、当分の間、次の規定の適用については、当分の間、次の規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。に掲げる字句とする。に掲げる字句とする。に掲げる字句とする。    

    略略略略    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



13131313    

第３第３第３第３条による改正（大垣市税条例条による改正（大垣市税条例条による改正（大垣市税条例条による改正（大垣市税条例等等等等の一部を改正する条例（の一部を改正する条例（の一部を改正する条例（の一部を改正する条例（平成３０平成３０平成３０平成３０年条例第年条例第年条例第年条例第２４２４２４２４号））号））号））号））    

改正案改正案改正案改正案    現現現現    行行行行    

((((法人の市民税の申告納付法人の市民税の申告納付法人の市民税の申告納付法人の市民税の申告納付))))    

第第第第32323232条の条の条の条の11111111    市民税を申告納付する義務が市民税を申告納付する義務が市民税を申告納付する義務が市民税を申告納付する義務が

ある法人は、法第ある法人は、法第ある法人は、法第ある法人は、法第321321321321条の条の条の条の8888第第第第1111項、第項、第項、第項、第2222項、項、項、項、

第第第第4444項、第項、第項、第項、第19191919項、第項、第項、第項、第22222222項及び第項及び第項及び第項及び第23232323項の規定項の規定項の規定項の規定

による申告書による申告書による申告書による申告書((((第第第第10101010項項項項、第、第、第、第11111111項及び第項及び第項及び第項及び第13131313

項項項項において「納税申告書」という。において「納税申告書」という。において「納税申告書」という。において「納税申告書」という。))))を、を、を、を、

同条第同条第同条第同条第1111項、第項、第項、第項、第2222項、第項、第項、第項、第4444項、第項、第項、第項、第19191919項及び第項及び第項及び第項及び第

23232323項の申告納付にあってはそれぞれこれ項の申告納付にあってはそれぞれこれ項の申告納付にあってはそれぞれこれ項の申告納付にあってはそれぞれこれ

らの規定による納期限までに、同条第らの規定による納期限までに、同条第らの規定による納期限までに、同条第らの規定による納期限までに、同条第22222222

項の申告納付にあっては遅滞なく市長に項の申告納付にあっては遅滞なく市長に項の申告納付にあっては遅滞なく市長に項の申告納付にあっては遅滞なく市長に

提出し、及びその申告に係る税金又は同提出し、及びその申告に係る税金又は同提出し、及びその申告に係る税金又は同提出し、及びその申告に係る税金又は同

条第条第条第条第1111項後段及び第項後段及び第項後段及び第項後段及び第3333項の規定により提出項の規定により提出項の規定により提出項の規定により提出

があったものとみなされる申告書に係るがあったものとみなされる申告書に係るがあったものとみなされる申告書に係るがあったものとみなされる申告書に係る

税金を施行規則第税金を施行規則第税金を施行規則第税金を施行規則第22222222号の号の号の号の4444様式に準じて様式に準じて様式に準じて様式に準じて

定めた納付書により納付しなければなら定めた納付書により納付しなければなら定めた納付書により納付しなければなら定めた納付書により納付しなければなら

ない。ない。ない。ない。    

２～９２～９２～９２～９    項項項項    

10101010    法第法第法第法第321321321321条の条の条の条の8888第第第第42424242項に規定する特定法項に規定する特定法項に規定する特定法項に規定する特定法

人である内国法人は、第人である内国法人は、第人である内国法人は、第人である内国法人は、第1111項の規定によ項の規定によ項の規定によ項の規定によ

り、納税申告書により行うこととされてり、納税申告書により行うこととされてり、納税申告書により行うこととされてり、納税申告書により行うこととされて

いる法人の市民税の申告については、同いる法人の市民税の申告については、同いる法人の市民税の申告については、同いる法人の市民税の申告については、同

項の規定にかかわらず、同条第項の規定にかかわらず、同条第項の規定にかかわらず、同条第項の規定にかかわらず、同条第42424242項及び項及び項及び項及び

施行規則で定めるところにより、納税申施行規則で定めるところにより、納税申施行規則で定めるところにより、納税申施行規則で定めるところにより、納税申

告書に記載すべきものとされている事項告書に記載すべきものとされている事項告書に記載すべきものとされている事項告書に記載すべきものとされている事項

((((次次次次項項項項及び第及び第及び第及び第12121212項項項項において「申告書記載事において「申告書記載事において「申告書記載事において「申告書記載事

項」という。項」という。項」という。項」という。))))を、法第を、法第を、法第を、法第762762762762条第条第条第条第1111号に規定号に規定号に規定号に規定

する地方税関係手続用電子情報処理組織する地方税関係手続用電子情報処理組織する地方税関係手続用電子情報処理組織する地方税関係手続用電子情報処理組織

を使用し、かつ、地方税共同機構を使用し、かつ、地方税共同機構を使用し、かつ、地方税共同機構を使用し、かつ、地方税共同機構((((第第第第12121212

項において「機構」という。項において「機構」という。項において「機構」という。項において「機構」という。))))を経由してを経由してを経由してを経由して

行う方法で定める方法により市長に提供行う方法で定める方法により市長に提供行う方法で定める方法により市長に提供行う方法で定める方法により市長に提供

することにより、行わなければならない。することにより、行わなければならない。することにより、行わなければならない。することにより、行わなければならない。    

    

((((法人の市法人の市法人の市法人の市民税の申告納付民税の申告納付民税の申告納付民税の申告納付))))    

第第第第32323232条の条の条の条の11111111    市民税を申告納付する義務が市民税を申告納付する義務が市民税を申告納付する義務が市民税を申告納付する義務が

ある法人は、法第ある法人は、法第ある法人は、法第ある法人は、法第321321321321条の条の条の条の8888第第第第1111項、第項、第項、第項、第2222項、項、項、項、

第第第第4444項、第項、第項、第項、第19191919項、第項、第項、第項、第22222222項及び第項及び第項及び第項及び第23232323項の規定項の規定項の規定項の規定

による申告書による申告書による申告書による申告書((((第第第第10101010項項項項及び第及び第及び第及び第11111111項項項項においにおいにおいにおい

て「納税申告書」という。て「納税申告書」という。て「納税申告書」という。て「納税申告書」という。))))を、同条第を、同条第を、同条第を、同条第1111

項、第項、第項、第項、第2222項、第項、第項、第項、第4444項、第項、第項、第項、第19191919項及び第項及び第項及び第項及び第23232323項の項の項の項の

申告納付にあってはそれぞれこれらの規申告納付にあってはそれぞれこれらの規申告納付にあってはそれぞれこれらの規申告納付にあってはそれぞれこれらの規

定による納期限までに、同条第定による納期限までに、同条第定による納期限までに、同条第定による納期限までに、同条第22222222項の申項の申項の申項の申

告納付にあっては遅滞なく市長に提出告納付にあっては遅滞なく市長に提出告納付にあっては遅滞なく市長に提出告納付にあっては遅滞なく市長に提出

し、及びその申告に係る税金又は同条第し、及びその申告に係る税金又は同条第し、及びその申告に係る税金又は同条第し、及びその申告に係る税金又は同条第1111

項後段及び第項後段及び第項後段及び第項後段及び第3333項の規定により提出があ項の規定により提出があ項の規定により提出があ項の規定により提出があ

ったものとみなされる申告書に係る税金ったものとみなされる申告書に係る税金ったものとみなされる申告書に係る税金ったものとみなされる申告書に係る税金

を施行規則第を施行規則第を施行規則第を施行規則第22222222号の号の号の号の4444様式様式様式様式に準じて定めに準じて定めに準じて定めに準じて定め

た納付書により納付しなければならなた納付書により納付しなければならなた納付書により納付しなければならなた納付書により納付しなければならな

い。い。い。い。    

２～９２～９２～９２～９    略略略略    

10101010    法第法第法第法第321321321321条の条の条の条の8888第第第第42424242項に規定する特定法項に規定する特定法項に規定する特定法項に規定する特定法

人である内国法人は、第人である内国法人は、第人である内国法人は、第人である内国法人は、第1111項の規定によ項の規定によ項の規定によ項の規定によ

り、納税申告書により行うこととされてり、納税申告書により行うこととされてり、納税申告書により行うこととされてり、納税申告書により行うこととされて

いる法人の市民税の申告については、同いる法人の市民税の申告については、同いる法人の市民税の申告については、同いる法人の市民税の申告については、同

項の規定にかかわらず、同条第項の規定にかかわらず、同条第項の規定にかかわらず、同条第項の規定にかかわらず、同条第42424242項及び項及び項及び項及び

施行規則で定めるところにより、納税申施行規則で定めるところにより、納税申施行規則で定めるところにより、納税申施行規則で定めるところにより、納税申

告書に記載すべきものとされている事項告書に記載すべきものとされている事項告書に記載すべきものとされている事項告書に記載すべきものとされている事項

((((次項において「申告書記載事項」とい次項において「申告書記載事項」とい次項において「申告書記載事項」とい次項において「申告書記載事項」とい

う。う。う。う。))))を、法第を、法第を、法第を、法第762762762762条第条第条第条第1111号に規定する地方号に規定する地方号に規定する地方号に規定する地方

税関係手続用電子情報処理組織を使用税関係手続用電子情報処理組織を使用税関係手続用電子情報処理組織を使用税関係手続用電子情報処理組織を使用

し、かつ、地方税共同機構し、かつ、地方税共同機構し、かつ、地方税共同機構し、かつ、地方税共同機構((((第第第第12121212項におい項におい項におい項におい

て「機構」という。て「機構」という。て「機構」という。て「機構」という。))))を経由して行を経由して行を経由して行を経由して行う方法う方法う方法う方法

その他施行規則で定める方法その他施行規則で定める方法その他施行規則で定める方法その他施行規則で定める方法により市長により市長により市長により市長

に提供することにより、行わなければなに提供することにより、行わなければなに提供することにより、行わなければなに提供することにより、行わなければな

らない。らない。らない。らない。    



14141414    

改正案改正案改正案改正案    現現現現    行行行行    

11111111    略略略略    

12121212    第第第第10101010項の規定により行われた同項の申項の規定により行われた同項の申項の規定により行われた同項の申項の規定により行われた同項の申

告は、告は、告は、告は、申告書記載事項が申告書記載事項が申告書記載事項が申告書記載事項が法第法第法第法第762762762762条第条第条第条第1111号号号号

の機構の使用に係る電子計算機の機構の使用に係る電子計算機の機構の使用に係る電子計算機の機構の使用に係る電子計算機((((入出力入出力入出力入出力

装置を含む。装置を含む。装置を含む。装置を含む。))))に備えられたファイルへのに備えられたファイルへのに備えられたファイルへのに備えられたファイルへの

記録がされた時に同項に規定する市長に記録がされた時に同項に規定する市長に記録がされた時に同項に規定する市長に記録がされた時に同項に規定する市長に

到達したものとみなす。到達したものとみなす。到達したものとみなす。到達したものとみなす。    

13131313    第第第第10101010項の内項の内項の内項の内国法人が、電気通信回線の国法人が、電気通信回線の国法人が、電気通信回線の国法人が、電気通信回線の

故障、災害その他の理由により地方税関故障、災害その他の理由により地方税関故障、災害その他の理由により地方税関故障、災害その他の理由により地方税関

係手続用電子情報処理組織を使用するこ係手続用電子情報処理組織を使用するこ係手続用電子情報処理組織を使用するこ係手続用電子情報処理組織を使用するこ

とが困難であると認められる場合で、かとが困難であると認められる場合で、かとが困難であると認められる場合で、かとが困難であると認められる場合で、か

つ、同項の規定を適用しないで納税申告つ、同項の規定を適用しないで納税申告つ、同項の規定を適用しないで納税申告つ、同項の規定を適用しないで納税申告

書を提出することができると認められる書を提出することができると認められる書を提出することができると認められる書を提出することができると認められる

場合において、同項の規定を適用しない場合において、同項の規定を適用しない場合において、同項の規定を適用しない場合において、同項の規定を適用しない

で納税申告書を提出することについて市で納税申告書を提出することについて市で納税申告書を提出することについて市で納税申告書を提出することについて市

長の承認を受けたときは、当該長の承認を受けたときは、当該長の承認を受けたときは、当該長の承認を受けたときは、当該市長が指市長が指市長が指市長が指

定する期間内に行う同項の申告について定する期間内に行う同項の申告について定する期間内に行う同項の申告について定する期間内に行う同項の申告について

は、前は、前は、前は、前3333項の規定項の規定項の規定項の規定は、適用しない。法人税は、適用しない。法人税は、適用しない。法人税は、適用しない。法人税

法第法第法第法第75757575条の条の条の条の4444第第第第2222項の申請書を同項に規定項の申請書を同項に規定項の申請書を同項に規定項の申請書を同項に規定

する納税地の所轄税務署長に提出した第する納税地の所轄税務署長に提出した第する納税地の所轄税務署長に提出した第する納税地の所轄税務署長に提出した第

10101010項の内国法人が、当該税務署長の承認項の内国法人が、当該税務署長の承認項の内国法人が、当該税務署長の承認項の内国法人が、当該税務署長の承認

を受け、又はを受け、又はを受け、又はを受け、又は当該税務署長の却下の処分当該税務署長の却下の処分当該税務署長の却下の処分当該税務署長の却下の処分

を受けていない旨を記載した施行規則でを受けていない旨を記載した施行規則でを受けていない旨を記載した施行規則でを受けていない旨を記載した施行規則で

定める書類を、納税申告書の提出期限の定める書類を、納税申告書の提出期限の定める書類を、納税申告書の提出期限の定める書類を、納税申告書の提出期限の

前日までに、又は納税申告書に添付して前日までに、又は納税申告書に添付して前日までに、又は納税申告書に添付して前日までに、又は納税申告書に添付して

当該提出期限までに当該提出期限までに当該提出期限までに当該提出期限までに、市長に提出した場、市長に提出した場、市長に提出した場、市長に提出した場

合における当該税務署長が指定する期間合における当該税務署長が指定する期間合における当該税務署長が指定する期間合における当該税務署長が指定する期間

内に行う同項内に行う同項内に行う同項内に行う同項の申告についても、同様との申告についても、同様との申告についても、同様との申告についても、同様と

する。する。する。する。    

14141414    前項前段の承認を受けようとする内国前項前段の承認を受けようとする内国前項前段の承認を受けようとする内国前項前段の承認を受けようとする内国

法人は、同項前段の規定の適用を受ける法人は、同項前段の規定の適用を受ける法人は、同項前段の規定の適用を受ける法人は、同項前段の規定の適用を受ける

ことが必要となった事情、同項前段の規ことが必要となった事情、同項前段の規ことが必要となった事情、同項前段の規ことが必要となった事情、同項前段の規

定による指定を受けようとする期間その定による指定を受けようとする期間その定による指定を受けようとする期間その定による指定を受けようとする期間その

11111111    略略略略        

12121212    第第第第10101010項の規定により行われた同項の申項の規定により行われた同項の申項の規定により行われた同項の申項の規定により行われた同項の申

告は、法第告は、法第告は、法第告は、法第762762762762条第条第条第条第1111号の機構の使用に係号の機構の使用に係号の機構の使用に係号の機構の使用に係

る電子計算機る電子計算機る電子計算機る電子計算機((((入出力装置を含む。入出力装置を含む。入出力装置を含む。入出力装置を含む。))))に備に備に備に備

えられたファイルへの記録がされた時にえられたファイルへの記録がされた時にえられたファイルへの記録がされた時にえられたファイルへの記録がされた時に

同項に規定する市長に到達したものとみ同項に規定する市長に到達したものとみ同項に規定する市長に到達したものとみ同項に規定する市長に到達したものとみ

なす。なす。なす。なす。    

    

    



15151515    

改正案改正案改正案改正案    現現現現    行行行行    

他施行規則で定める事項を記載した申請他施行規則で定める事項を記載した申請他施行規則で定める事項を記載した申請他施行規則で定める事項を記載した申請

書に施行規則で定める書類を添付して、書に施行規則で定める書類を添付して、書に施行規則で定める書類を添付して、書に施行規則で定める書類を添付して、

当該期間の開始の日の当該期間の開始の日の当該期間の開始の日の当該期間の開始の日の15151515日前までに、こ日前までに、こ日前までに、こ日前までに、こ

れを市れを市れを市れを市長に提出しなければならない。長に提出しなければならない。長に提出しなければならない。長に提出しなければならない。    

15151515    第第第第13131313項の規定の適用を受けている内国項の規定の適用を受けている内国項の規定の適用を受けている内国項の規定の適用を受けている内国

法人は、第法人は、第法人は、第法人は、第10101010項の申告につき第項の申告につき第項の申告につき第項の申告につき第13131313項の規項の規項の規項の規

定の適用を受けることをやめようとする定の適用を受けることをやめようとする定の適用を受けることをやめようとする定の適用を受けることをやめようとする

ときは、その旨その他施行規則で定めるときは、その旨その他施行規則で定めるときは、その旨その他施行規則で定めるときは、その旨その他施行規則で定める

事項を記載した届出書を市長に提出しな事項を記載した届出書を市長に提出しな事項を記載した届出書を市長に提出しな事項を記載した届出書を市長に提出しな

ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。    

16161616    第第第第13131313項前段の規定の適用を受けている項前段の規定の適用を受けている項前段の規定の適用を受けている項前段の規定の適用を受けている

内国法人につき、法第内国法人につき、法第内国法人につき、法第内国法人につき、法第321321321321条の条の条の条の8888第第第第51515151項の項の項の項の

処分又は前項の届出書の提出があったと処分又は前項の届出書の提出があったと処分又は前項の届出書の提出があったと処分又は前項の届出書の提出があったと

きは、これらの処分又は届出書の提出がきは、これらの処分又は届出書の提出がきは、これらの処分又は届出書の提出がきは、これらの処分又は届出書の提出が

あった日の翌日以後の第あった日の翌日以後の第あった日の翌日以後の第あった日の翌日以後の第13131313項前段の期間項前段の期間項前段の期間項前段の期間

内に行う第内に行う第内に行う第内に行う第10101010項の申告については、第項の申告については、第項の申告については、第項の申告については、第13131313

項前段の規定は適用しない。ただし、当項前段の規定は適用しない。ただし、当項前段の規定は適用しない。ただし、当項前段の規定は適用しない。ただし、当

該内該内該内該内国法人が、同日以後新たに同項前段国法人が、同日以後新たに同項前段国法人が、同日以後新たに同項前段国法人が、同日以後新たに同項前段

の承認を受けたときは、この限りでない。の承認を受けたときは、この限りでない。の承認を受けたときは、この限りでない。の承認を受けたときは、この限りでない。    

17171717    第第第第13131313項後段の規定の適用を受けている項後段の規定の適用を受けている項後段の規定の適用を受けている項後段の規定の適用を受けている

内国法人につき、第内国法人につき、第内国法人につき、第内国法人につき、第15151515項の届出書の提出項の届出書の提出項の届出書の提出項の届出書の提出

又は法人税法第又は法人税法第又は法人税法第又は法人税法第75757575条の条の条の条の4444第第第第3333項若しくは第項若しくは第項若しくは第項若しくは第

6666項（同法第項（同法第項（同法第項（同法第81818181条の条の条の条の24242424のののの3333第第第第2222項において準項において準項において準項において準

用する場合を含む。）の処分があったとき用する場合を含む。）の処分があったとき用する場合を含む。）の処分があったとき用する場合を含む。）の処分があったとき

は、これらの届出書の提出又は処分があは、これらの届出書の提出又は処分があは、これらの届出書の提出又は処分があは、これらの届出書の提出又は処分があ

った日の翌日以後の第った日の翌日以後の第った日の翌日以後の第った日の翌日以後の第13131313項後段の期間内項後段の期間内項後段の期間内項後段の期間内

に行う第に行う第に行う第に行う第10101010項の申告については、第項の申告については、第項の申告については、第項の申告については、第13131313項項項項

後段の規定は適用しない。ただし、当該後段の規定は適用しない。ただし、当該後段の規定は適用しない。ただし、当該後段の規定は適用しない。ただし、当該

内国法人が、同日以後新たに同項後段の内国法人が、同日以後新たに同項後段の内国法人が、同日以後新たに同項後段の内国法人が、同日以後新たに同項後段の

書類を提出したときは、この限りでない。書類を提出したときは、この限りでない。書類を提出したときは、この限りでない。書類を提出したときは、この限りでない。    

    

    


